
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登園の際には、登園届の提出をお願いいたします。（参考） 

（なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。） 

（厚生労働省『保育所における感染症対策ガイドライン 2018 改訂版』を準用） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


